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茨城県土木部長  

 

 

令和２年４月改正の経営事項審査に係る再審査の実施について 

 

 

 標記について，別添のとおり実施することといたしましたので，御了知いただきますと

ともに，貴下会員に対して周知くださいますようお願いいたします。 

 なお，別添の文書については，監理課建設業担当ホームページにおいても掲載しており

ます。 

 



経営事項審査を受審される建設業者の皆様へ 

「経営事項審査の再審査について」 
 

令和２年４月１日より，経営事項審査（以下「経審」という。）の審査項目の一部改正が行われます。 

これに伴い，令和２年３月 31 日までに現行の基準（以下「旧基準」という。）で経審を受審し，経営規

模等評価結果通知書・総合評定値通知書（以下「結果通知」という。）を受けた方のうち，条件を満たす

場合，今回改正される新基準での再審査の申し立てが可能です。 

  再審査の申し立ては義務ではありませんので，再審査の申立てを行わない場合は，旧基準による結

果通知がそのまま有効なものとして扱われます。 

  また，再審査は改正項目に関する部分のみ行いますので，結果通知の内容に変動が無い場合や，

受審済みの経審結果を修正しようとする目的（誤り部分の修正や改正に関係のない部分の変更等）で

の再審査は受け付けません。 

 

【根拠：建設業法施行規則第 20条第２項】 

  法第 27 条の 23 第３項の経営事項審査の基準その他評価方法（経営規模等評価に係るものに限

る。）が改正された場合において，当該改正前の評価方法に基づく法第 27条の 27の規定による審査の

結果の通知を受けた者は，前項の規定にかかわらず，当該改正の日から 120 日以内に限り，審査（当

該改正に係る事項についての再審査に限る。）を申し立てることができる。 

なお，再審査等の取り扱いについては，下記のとおりですので再審査を受けられる方は十分ご確認

の上申請してください。 

◎改正事項 

１ 改正の背景・目的 

  現在，技術力（Z）の中の技術職員数（Z1）として，登録基幹技能者には３点，技能士１級

には２点が付与されているが，建設キャリアアップシステム（CCUS）が平成 31 年４月より本

運用を開始し，今後建設技能者がレベル１～４の４段階にレベル判定されることとなることか

ら本レベル判定を活用して，優れた技能を有する建設技能者を雇用する事業者を評価 

２ 改正の概要 

   CCUS において以下のレベルを取得したものを技術職員数（Z1）の技術職員区分・資格に追

加し，所要の評点を付与する。 

  (1) 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル４と判定された者につ

いて，「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し，３点の評点を付与する。 

  (2) 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル３と判定された者につ

いて，「技能士１級」同等のレベルとして評価し，２点の評点を付与する。 

  

   認定能力評価基準により技能や経験を評価された技能者を技術職員名簿に記載する際は次

のコードを記載すること。 

   レベル３技能者＝ 703 レベル４技能者＝ 704 



記 

 

 

１  再審査の申立てが可能な方（以下のいずれにも該当する） 

⑴ 令和２年３月 31 日までに，経営事項審査を完了し，再審査申請時点で，結果通知書の有効期間

が残っていること。 

⑵ 今回の改正により，経営規模等評価の結果（Z１点）が変動すること。 

 

２  再審査の申立て方法等 

⑴ 申立て方法 

郵送（書留郵便に限る） 

※ 申請書類が折り曲がらないよう，封筒は角２版以上のものをご利用ください。 

※ 宛先（⑷に記載）のほか封筒の余白に朱書きで「経審再審査」と記入してください 

⑵ 受付期間 

令和２年４月１日から令和２年７月 29日（120日間）  

※ 令和２年７月 29日消印まで有効 

⑶ 手数料 

   無料 

※ ただし，申請書類の郵送代については申請者負担となります 

⑷ 提出先 

   〒310－8555 水戸市笠原町 978番６ 

   茨城県庁 土木部監理課 建設業担当 

 

３  再審査に必要な書類 

 ⑴ 必須書類 

   ア 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（20001帳票）・・・１部 

   イ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高（20002帳票）・・・１部 

   ウ その他の審査項目(社会性等)（20004帳票）・・・１部 

   エ 技術職員名簿（20005帳票）・・・２部（１部は申請書に綴り，１部は控え用として別葉とする） 

   オ 経営状況分析結果通知書（写し）・・・１部 

※  改正事項以外については，旧基準による経審申請書の内容を変更することはできません。 

※  標題の「経営規模等評価申請書」「総合評定値通知書」部分は，二重線で消してください。 

※  表紙（20001帳票）の項番 05「申請等の区分」欄は「４」と記入してください。 

※  イ，ウ及びオについては，前回（旧基準時の今期分）の写しで結構です。 

 ⑵ 該当する場合に必要な書類 

   ア レベル４・３技能者にかかる「能力評価（レベル判定）結果通知書・・・１部 

※  通知書は４月上旬からキャリアアップシステム上から出力可能となる予定です。申請を急が

れる場合は，能力評価実施機関で対応が可能とのことなので，能力評価実施機関へお問合

せください。 

   イ 返信用封筒・・・１部 



※  技術職員名簿（控え）の返信用。申請書の控えが必要な場合も対応しますが，送付物の重さ

やサイズ等に応じた切手を不足のないように貼り付けし，必ず宛先を明記したものをご用意く

ださい。なお，結果通知は別に郵送します。 

   ウ 委任状・・・１部 

※  代理申請の場合は必ず委任状を添付してください。ただし，結果通知書の送付先は通常の   

経審同様，許可業者本人あてとなりますのでご注意ください。 

 

４  その他の注意事項 

茨城県が行う再審査については，茨城県知事許可業者を対象としております。県内に本店を置く大

臣許可業者の方は関東地方整備局に確認してください。 

 

 

 

監理課建設業担当 

 



様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人
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（千円）
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殿
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抹消部分が通常審査時と異

なるので注意。

旧結果通知に記載された審査基
準日を記載すること。

再審査の申立及び総合評定値請
求をする場合は「４」を記入するこ

項番０８～１５は，変更があった場合は，変更後を記入。

前回（旧基準）と同じ内容で記載
（変更不可（廃業を除く））。

個別に注記されている部分以外は

前回（旧基準）の審査と同じ内容で

記載すること。



審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。

連絡先

所属等
ファックス番号

氏名 電話番号

営 業 利 益
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令和２年４月１日施行の改正に係る事項 制度改正のため。

例示のとおり記載すること。

旧結果通知書の「行政庁記入欄
に記載された番号を記入する。

旧結果通知書の年月日を記入する。

個別に注記されている部分以外は

前回（旧基準）の審査と同じ内容で

記載すること。



別紙一

1.2年平均
2.3年平均
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今回の改正に係る再審査対象項目はありませんが，

前回（旧基準）の申請と同じ内容で作成したものを提出

してください。。



別紙二

申請者名　　　茨城建設(株)

審査基準日　令和元年１１月３０日
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４

５
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７ ○ 佐藤　虜 平成４ 年
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基準日
現在の
満年齢

業種
コード
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区分
コード
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習
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業種
コード

有資格
区分
コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

茨城　太郎 昭和58 年 11 月 17 日 36 ６ ２ 0 0 3 2

新倉　薫子 昭和49 年 2 月 17 日 45 ６ ２ 0 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 99999999999

安藤　大助 昭和49 年 12 月 20 日 44 ６ ２ 0 1 1 1 3 1 2 6 1 1 3 1 77777777777

2 月 16 日 43 ６ ２ 0 1 1 1 33 1 1 1 1 3 1 66666666666

原　敏昌 昭和52 年 3 月 31 日 42 ６ ２ 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 88888888888

寺地　晋矢 昭和53 年 2 月 24 日 41 ６ ２ 0 1 2 1 4 2 1 3 2 1 4 2

9 月 25 日 27 ６ ２ 0 1 1 1 3 1 0 9 7 0 4 2 55555555555

年 月 日

年 月 日 ６ ２

年 月 ２

年 月 日 ２

年 月 日

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 ２

年 月 日 ６ ２

年 月 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

年 月 日 ６ ２

改正項目（有資格区分コード７０３又は７０４該当）以外は，前回（旧基準）

申請と同じ内容を記載すること。

※改正項目以外は変更できません。



別紙三

労働福祉の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

〔1.該当、2.非該当 〕 (人) (％)

(人) (％)

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ５ ９ 〔1.該当、2.非該当 〕

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ５ ８ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ５ ６

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)（千円）
,

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

研究開発費（２期平均） ５ ５
,

（人）

3 5

二級登録経理試験合格者の数 ５ ４
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ３
,

3

監査の受審状況 ５ ２
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

５ ０ 〔1.有、2.無 〕

3

指示処分の有無 ５ １ 〔1.有、2.無 〕

   年     月     日 平成      年     月     日 平成      年     月     日

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ４ ８ 〔1.有、2.無 〕 平成

（年）
昭和

   年     月     日 年　　　　か月
平成

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

営業年数 ４ ７

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

２ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

厚生年金保険加入の有無 ４ ３ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

項 番 3

雇用保険加入の有無 ４ １

新規若年技術職員の育成及び確保 ６ ０

(人)

,

（人）

防災協定の締結の有無 ４ ９ 〔1.有、2.無 〕

3

営業停止処分の有無

3

健康保険加入の有無 ４

２

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ４

その他の審査項目（社会性等）

今回の改正に係る再審査対象項目はありませんが，

前回（旧基準）の申請と同じ内容で作成したものを提出

してください。。



別 紙 ２

認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業

技術職員数値の算出における、レベル４技能者又はレベル３技能者の技能の区分の取

扱いについては、次の表の左に掲げる認定能力評価基準ごとに、それぞれ同表の右に掲

げる建設業の種類のいずれかに計上するものとする。

電気工事技能者能力評価基準 電気、電気通信

橋梁技能者能力評価基準 とび・土工、鋼構造物

造園技能者能力評価基準 造園

コンクリート圧送技能者能力評価基準 とび・土工

防水施工技能者能力評価基準 防水

トンネル技能者能力評価基準 とび・土工、土木

建設塗装技能者能力評価基準 塗装

左官技能者能力評価基準 左官

機械土工技能者能力評価基準 とび・土工、土木

海上起重技能者能力評価基準 しゆんせつ、土木

ＰＣ技能者能力評価基準 とび・土工、鉄筋、土木

鉄筋技能者能力評価基準 鉄筋

圧接技能者能力評価基準 鉄筋

型枠技能者能力評価基準 大工

配管技能者能力評価基準 管

とび技能者能力評価基準 とび・土工

切断穿孔技能者能力評価基準 とび・土工

内装仕上技能者能力評価基準 内装仕上

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準 建具

エクステリア技能者能力評価基準 とび・土工、石、タイル・れんが・ブロツク

建築板金技能者能力評価基準 屋根、板金

外壁仕上技能者能力評価基準 左官、塗装、防水

ダクト技能者能力評価基準 管

保温保冷技能者能力評価基準 絶縁体

グラウト技能者能力評価基準 とび・土工

冷凍空調技能者能力評価基準 管

運動施設技能者能力評価基準 とび・土工、造園、舗装、土木

基礎ぐい工事技能者能力評価基準 とび・土工

タイル張り技能者能力評価基準 タイル・レンガ・ブロツク

道路標識・路面標示技能者能力評価基準 とび・土工、塗装

消防施設技能者能力評価基準 消防施設

建築大工技能者能力評価基準 大工

硝子工事技能者能力評価基準 ガラス

ＡＬＣ技能者能力評価基準 タイル・れんが・ブロツク

土工技能者能力評価基準 とび・土工



能力評価（レベル判定）結果通知書 
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